
令和７年度  地方独立行政法人大阪産業技術研究所  第 3 回  経営諮問会議   

議事概要  

  

１  開催日時  

令和 8 年 3 月 3 日（火）1４：00～1７：00 

 

２  開催場所  

大阪産業技術研究所  森之宮センター3 階  大講堂  

 

３  出席者    

（委員）  

国立研究開発法人産業技術総合研究所  副理事長       小原  春彦  氏  

大阪公立大学大学院理学研究科  物理学専攻  教授          小菅  厚子  氏  

公益財団法人  大阪産業局  専務理事              角谷  禎和  氏  

西日本旅客鉄道株式会社元代表取締役副社長（大阪府市特別参与）   

土屋  隆一郎  氏  

 

（大阪産業技術研究所）  

 湯元理事長、石木副理事長、 

三浦理事兼和泉センター長、靜間理事兼森之宮センター長  

中出法人経営本部副本部長、北川経営企画監、坂田経営企画監、 

萩野研究管理監、渡瀬研究管理監                 ほか 法人職員  

 

（設立団体（オブザーバー））    

 大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課  

大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課  

大阪府市副首都推進局  

 

４  議事要旨  

・  第 1 回および第 2 回経営諮問会議の内容を踏まえた意見書（案）について、事務

局より概要説明を行った。説明に続き、意見書（案）のパートごとに委員から意見を

求め、順次意見交換を行った。 

 

５  主な意見  

 

● 第３期の取組みに対する経営諮問会議からの意見について  

(1) 技術支援・研究開発の推進について 

【Ｒ＆Ｄの方向性】  

・5 つの重点分野についてコンソーシアムを作るだけでなくどのように実装化につなげ

るかということを考えながら進めてほしい。 

 

【知的財産戦略のあり方と取組み】  



・形式上「件数」として表れない取組みが存在する以上、件数だけを追い求めるＫＰＩは、

実態と乖離し、むしろ違った方向へ誘導する危険があると考える。ＫＰＩ設定について

は再検討されるべきであると考える。 

・大学においても限られた予算の中で特許性や市場性のみを基準として特許出願する

ことは近年困難になっている。出願件数ではなく、実施件数や全出願数に対する割

合、実施に基づく数値をより重視すべきである。 

・不実施補償料についても契約時ではなく企業が利益を取得した際に実施料として支

払う方式とすることで実施を促す方向性が望ましい。実施状況に基づく数値化や制

度化を検討すべきである。 

 

（２）人材育成・一気通貫の支援について 

【ものづくり中小企業が求める人材像に即した人材育成】  

・MOBIO には、ものづくり中小企業から人材育成の要望が届いており、これまでもＯ

ＲＩＳＴとも協力しながら人材育成プログラムを進めているが、企業側のニーズも職人

の技能伝承から AI の利活用などにどんどん変化している中で、これからも研修事業

を一緒に取り組んでいきたい。 

・「アイローボ・ネットワーク」のような企業コンソーシアムも活用しながら、ものづくり企

業の現場にＡＩ・ロボット・フィジカルＡＩをどう実装し、いかに効率化や生産性向上に

つなげていくか、ＯＲＩＳＴとして何ができるか考えながら進めてほしい。 

・大阪公立大学において２０３１年に森之宮キャンパスにＡＩ技術を学べる情報学部が

設置される予定であり、連携や人材交流していただき、大阪の「ヒガシ」で、日本の中

小企業とＡＩを結びつけるような取組みができればよい。 

 

 

(3) 組織運営、財務・予算について 

【戦略的な人材確保と育成】  

・ＯＲＩＳＴのように、勤務地が大阪に限定され、魅力的な研究や企業支援に取り組め

る環境があるというのは、非常に価値が高い。こうした情報を学生にうまく届けるこ

とができれば、より良い効果が期待できると感じる。 

・プライベートの充実や福利厚生を重視する学生も多く、働きやすさを気にする傾向が

強いと感じており、非常に大事なポイントと考える。大阪公立大学の森之宮キャンパ

スが近隣に開設されたことで森之宮センターの前を通行する際、ＯＲＩＳＴの存在に触

れる機会が増え、結果としてＯＲＩＳＴの一定の知名度向上につながると考えている。 

 

【技術支援サービスの維持・強化】  

・産総研においても、通常の設備の保守は予算化が難しく、補正などイレギュラーな予

算で実施せざるを得ない状況がある。機器の整備や保守がより計画的に実施できる

ようになれば、利用者である企業等の皆様に対しても、より良いサービスを提供でき

ると考えている。 

 

【財務基盤の強化】  

・設備機器・施設の整備については今後、この研究施設として、どのような分野で研究

開発をして大阪技術研の展開を図っていくのかを踏まえ、まずは成長分野に最新の

機器を導入することを前面に掲げ、そのうえで、老朽化した機器の更新も不可欠であ

るとするほうが適切である。 

・法人が安定的に運営できるよう、簡潔に設立団体において制度面や運用面から検討

をお願いすべきである。また、お願いすべきことはもう少し強い表現でお願いすべき

である。あまりに配慮しすぎた表現よりも、必要な支援を明確に求めるほうが適切で



ある。 

・第３期に向けて法人として取り組むべきことは、この数年間にわたり積み重ねてきた

運営基盤の成果を確実に活かすことであると考えている。そういった基盤の上に立

ち、研究開発や技術支援といったことに注力していくことが、非常に大きな課題であ

ると考える。 

・「必要な取組みはこれまで進めており、今後も継続する。財政面の運営費交付金の確

保や機器への支援については、引き続きご理解とご協力をお願いしたい。」といった

内容については、位置づけや取り組む姿勢を明確にしたうえで、冒頭部分に記載すべ

きである。 

・研究開発や技術支援を行う以上、限りなく高いレベルを目指すという志を持つべき

である。研究機関の目指すべき姿は、頂を高く求めることである。 

 

【ＤＸ化の推進】  

・情報漏えいリスクの観点は非常に大きな問題なので、できれば、本来は内部用に限

定された生成 AI があると望ましい。導入にあたっては相応の費用がかかるため財政

ともご相談し、場合によっては対象を限定した運用とするなど、いくつかの方法が考

えられるのでご検討いただきたい。 

 

【事業推進を支える法人管理部門の体制強化】  

・法人統合から８年が経過し、組織としての一体化が進み、体制が整ってきた。今回、

湯元理事長の着任により、今後さらに発展していくことが期待できると考えている。 

 

（4）第３期の取組みと中期計画等の策定について 

・中期目標は、あくまでも設立団体が作るものであり、その中期目標を受けて法人が

中期計画を立て、年度計画として実行していく形である。 

・経営諮問会議においてすべきことは、第３期を迎える法人として、どのような点に力

を入れていきたいかという意見をまとめ、それを設立団体にご配慮いただければあり

がたいという位置づけであるべきであり、あまり目標の「策定」に踏み込むのはいかが

なものかと考える。 

・取り組みたい重点項目の５つの事項について、自分たちが何に取り組むのか、特にど

の分野に力を入れていくのかが一目で分かるよう明確に示すべきである。 

 

● 第３期における数値目標の設定について 

・特に意見なし 

 

● その他  

(設立団体より) 

・法人には第１期、第２期と大変ご尽力いただいたと設立団体しても認識している。機

器の整備等については、サービス水準の維持・向上のため、第３期に向けた取組みを

求める趣旨であると理解している。我々としても、その点については同様の認識を持

っており、可能な範囲で対応を進めていく。 

・財政的なルールについては、府と市で異なる点はあるが、可能な限りエビデンスをい

ただきながら、議論の入り口をどのように突破していくかを含め、検討を進めていき

たい。ただし、厳しい状況があることも事実として申し添える。 

・大阪府としては９月議会においてご説明の上、ご理解とご意見をいただき成案にし

ていく予定である。また、並行して計画づくりも進めていただく必要があるため、意見

書を踏まえ、設立団体としての目標づくりを、さらに具体的かつ加速度的に進めてい

きたい。法人としっかり協議・調整を行いながら、目標づくりを進めていく。時間が限



られていると考えており、加速的に取り組んでいきたい。 

・財源の確保について、これまで府と市でそれぞれ運営費交付金を交付してきた経緯

がある。そのため、積算の考え方も一つに統一されているわけではなく、そこが課題で

あると認識している。大阪技術研が中小企業の皆様をしっかりと支えていくことが必

要でありその機能が低下することはあってはならないと理解しており、引き続き努力

していく所存である。 

 

(以上) 


